
特定健診の対象となる方

都道府県を選択 特定健診実施機関一覧

受診できる健診機関は全国で約５万機関あります。協会けんぽのホームページをご覧いただくか、お近くの
協会けんぽの支部にご確認ください。

特定健診（特定健康診査）のご案内
補助

詳細な健診は健診結果等から医師の判断により実施されます。ご自身の希望で詳細な健診を受診
する場合は、協会からの補助の対象とはならず、自費での受診となります。
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40歳～74歳の被扶養者（ご家族）の方
◆受診時に協会けんぽの被扶養者（ご家族）であることが必要です。
◆昭和54年4月1日～昭和55年3月31日生まれの方は、今年度から特定健診の対象になります。
　40歳の誕生日を迎えていなくても平成31年4月1日から受診できます。
◆昭和19年4月1日～昭和20年3月31日生まれの方は、誕生日の前日までに受診を終えていただく必要があります。

受けられません。協会けんぽの特定健診は受診券（セット券）がないと受診できません。

受診券（セット券）が手元に届く前に受診しても補助は受けられますか？

予約をしている健診機関に連絡し、再度予約日を調整してください。

予約後に都合が悪くなりました。予約日を変更したいのですが、どうすればいいですか？

受診券（セット券）をお持ちでない方については、お手数ですが、別途 「受診券（セット券）申
請書」 で協会けんぽの支部に発券の手続きをお願いします。
※協会けんぽから年度はじめに送付する受診券（セット券）は、平成31年1月中旬までに加
　入の手続きが完了している方を対象としています。

受診券（セット券）が手元に送付されていませんが、待っていれば協会けんぽから送付されますか？

協会けんぽのホームページからダウンロードしていただくか、協会けんぽの支部にお問い
合わせください。

「受診券（セット券）申請書」 はどこで入手できますか？

受診券（セット券）と保険証を忘れずにお持ちください。また、昨年度、特定健診を受診され
た方で、健診結果をお持ちの方はぜひご持参ください。

当日、健診機関の窓口で支払う現金のほかに何を持っていけばいいですか？

健診機関に予約後は、協会けんぽにご連絡いただく必要はありません。健診機関からのご案
内のもと受診するようお願いします。

健診機関に予約後は、協会けんぽに何か連絡する必要はありますか？

詳細な健診は誰でも受診できるのですか？

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
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今年度の健診結果などに基づいて医師の判断により実施されるものです。すべての方が必ず受診する健診ではありません。

保健指導について
健診の結果から、メタボリックシンドロームまたは予備群に該当する方は、保健指導の対象になります。

※健診結果は受診者自身の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導・健康相談並びに個人が識別されない方法での統計・調査研究にのみ利用します。

メタボリックシンドロームは、心筋梗塞や脳梗塞、糖尿病など生活
習慣病を発症するリスクが高い状態です。保健指導は、専門家の
アドバイスを受けながら、食事等の生活習慣を見直し、メタボリック
シンドロームを改善する絶好の機会です。ぜひ、活用しましょう。

保健指導の対象となった場合は、健診受診の当日から保健指導を受ける
ことができます。詳しくは、健診機関へお尋ねください。
健診機関によっては、健診を受診した当日に保健指導を受けられない場合があります。
この場合、後日協会けんぽから保健指導利用のご案内をお送りします。

血清クレアチニン検査※
（eGFRによる腎機能の評価を含む）

血清クレアチニンと年齢及び性別から推算糸球体濾過量
（eGFR）を計算します。

空腹時血糖またはHbA1c、随時血糖を測定します。　　

不整脈・狭心症等の病気など

（随時血糖を測定する場合は、食事開始後3.5時間以上経過していること。）

慢性腎臓病（CKD）など

受診券（セット券）の受け取り
●特定健診を受診するには、特定健康診査受診券（セット券）が必要となり
ます。受診券（セット券）は年度はじめに協会けんぽから被保険者様のご
自宅等に、個別に送付されます。

※被保険者様へのお願い
被扶養者様が同居されていない場合は、お手数ですが、転送するなど被扶養者様の
お手元に届くようお渡し願います。

健診機関に予約する
●事前に健診機関への予約が必要です。受診できる健診機関は協会けんぽ
のホームページでご確認いただくか、お近くの協会けんぽ支部までお問い
合わせください（最終頁参照）。
●健診費用は健診機関によって異なります（左記参照）。詳しくは、ご予約の
際、健診機関に直接お尋ねください。

健診を受ける
●受診日当日は下記のものを忘れずにお持ちください。
①特定健康診査受診券（セット券）
②健康保険被保険者証（保険証）
③健診費用（自己負担分）（事前に健診機関にご確認ください）

●昨年度特定健診を受診された方で、前回の健診結果をお持ちの方はぜひ
ご持参ください。

●お支払いいただく健診費用（自己負担分）は、総額から協会けんぽが補助
する金額を差し引いた額となります（左記参照）。

受診券（セット券）と健康保険被保険者証の
記号・番号を確認する

●受診券（セット券）と健康保険被保険者証（保険証）の記号・番号が一致して
いない場合、受診券（セット券）を使用できませんので、必ずご確認ください。

※一致していない場合は、お近くの協会けんぽ支部までご連絡いただき、受診券（セット
券）の交付申請を行ってください。

腎臓、尿路の状態を調べます。

不整脈や狭心症などの心臓に関わる病気を調べます。

血液中の赤血球数、血色素量などを測定します。

眼底カメラで瞳孔から網膜を撮影し、眼底の血管を調
べます。

肝細胞の酵素を測定し、肝機能などの状態を調べます。

中性脂肪や善玉・悪玉コレステロールを測定します。

血圧を測り、循環器系の状態を調べます。

身長、体重、腹囲を測ります。

視診、触診、聴打診などを行います。

現在の健康状態や生活習慣（飲酒、喫煙の習慣など）
を伺い、検査の参考にします。

※採血により検査をします。

※採血により検査をします。

がん検診等については、健康増進法等に基づいて市区町村が実施することとなっています。実施する検診の種類や手続き方法、
受診できる検診機関等については、お住まいの市区町村の広報などでご確認ください。

補　助
6,650円

6,650円
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